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D-248 血液化学検査（慢性維持透析に対する回数） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、慢性維持透析の実施前後に行われる血液化学検査（BUN、

クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、P、Mg 等）の 1日 2回の算定は

月 1回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 慢性維持透析において、 BUN、クレアチニン、尿酸、電解質等を透析

治療の前後に実施することは治療の効果判定と患者の病態把握に必要で

あるが、安定している慢性維持透析において治療前後を比較した血液化学

検査の実施は月 1回で十分であると整理した。 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


